
 

仕  様  書  

 

１．業務の名称 

令和６年度弥生町地区防災まちづくり推進に向けた未利用地の活用方策の検討支援業務 

 

２．履行期間 

契約締結の翌日から令和７年３月７日まで 

 

３．対象地 

地区内未利用地（主に中野区弥生町三丁目105番地ほか（別図参照）） 

 

４．業務の目的 

弥生町三丁目周辺地区（以下「当地区」という。）は中野区の南部に位置し、渋谷区や新宿区

との区界に位置する面積約 21.3ha の地区である。中野区は、東京都による「木密地域不燃化 10

年プロジェクト」の不燃化推進特定整備地区の指定を契機に、効果的・集中的な防災まちづくり

の推進を図るため、当機構と「弥生町三丁目周辺地区の防災まちづくりに係る協定書」を締結し、

協働しながら防災まちづくりに取組んできたところである。 

この結果、当地区は面整備や道路拡幅事業等を積極的に推進し、不燃領域率が目標水準の手

前まで向上するなど、防災性の向上が図られた。一方で事業により創出された都市基盤（川島町

都営アパート跡地における良好なまちなみや公園等）や地域に開かれた既存の公共空間（コスモ

君広場等）は、地域住民が十分に活用できていないことが課題とされている。 

あわせて、今後、当地区における密集事業の収束やまちの中心に位置する川島商店街におけ

る商店街の活性化を必要とされる中で、地域の担い手を中心とした持続可能なまちづくりが求

められている。 

本業務は、昨年度に検討した地域価値向上を目指した未利用地の活用方策の立案、また地区

全体の持続可能なまちづくりの実現に向け、地域の担い手の発掘、防災イベントの初開催に一定

の成果を得たことを受けて、今年度は更に検証の一環として業務に引き続き実施し、ひいては当

地区の密集事業収束を見据えたまちづくりの方向性を検討する。 

※地域の担い手とは、主体的に当地区を盛り上げる活動を行うものを指す。 

 

５．業務の内容 

（１）まちづくりに資する未利用地の活用案の作成 

   検討項目は以下のとおり。 

    ア 防災に加え新たなまちづくりの潮流や周辺住宅との連携を踏まえた検討 

    イ 民間事業者等への活用方針の可能性に関するヒアリングの実施 

    ウ 未利用地の地域ニーズをとらえる継続的な実証実験による活用効果検証 

 

（２）防災イベントの実施支援 

今年度の開催については、昨年度発掘した地域の担い手と新たな地域の担い手候補を巻き

込んで、来年度以降も持続可能なイベントとするため、以下のとおり実施の支援を行う。（５

月開催 １回/２日程度） 

ア 防災イベントの実施に向けた企画・準備（機材等の調達を含む） 

イ 関係者（商店街振興組合、地元関係者等）や関係機関（中野区等）との調整支援 

ウ 防災イベントの運営等、記録の作成、分析評価 

エ 防災イベントを持続可能とするための体制構築・役割分担整理 

 



 

 

（３）地元自治会等の地域の担い手を主体とする地域の防災体制の構築支援 

ア 関係者（自治会、商店街振興組合、地元関係者等）や関係機関（中野区等）との調

整と課題把握 

イ 地域の防災に資する行動戦略（発災時・平常時）案の作成支援 

  

    

６．特記事項 

（１）本業務に必要となる業務量(人・日)については、下表を参考とする。 

業務内容 
業務量 

（人・日） 
備考 

（１） まちづくりに資する未利用地の活用案の作成 ２８人・日  

（２） 防災イベントの実行支援 ４９人・日  

（３） 
地元自治会等の地域の担い手を主体とする地域

の防災体制の構築支援 
１６人・日  

 

（２）提出する成果品 

ア 報告書（Ａ４版） 製本２部 

イ 報告書の電子データ一式 

ウ その他、本業務で入手した資料一式 

※データ形式については、原則として、ワード、エクセル、パワーポイントのいずれかの

編集可能なもので作成すること。 

※報告書用紙については、グリーン購入法に基づく基本方針（令和５年２月版）の判断の

基準（「22-２印刷」の基準等参照）を満たしていること。 

また、その旨を下記例のように裏表紙等に明記すること。 

例） 

 

 

 

 

 

(３) 業務の履行上必要な情報収集方法等については、事前に機構指示者と協議し、また、業

務の履行上知り得た秘密を第三者に漏らし、又は利用してはならない。 

(４)  本仕様書に記載のない事項又は疑義が生じたときは、その都度機構指示者と協議するこ

と。 

(５) 本業務は業務成績評定対象業務である。受注者には、業務完了後業務成績評定点を通知

する。付与した業務成績評定点は、将来業務発注時に価格以外の評価項目として使用するこ

とがある。 

(６） 暴力団員等による不当介入を受けた場合の措置について 

 １） 業務の履行に際して、暴力団員等による不当要求又は業務妨害（以下「不当介入」と

いう。）を受けた場合は、断固としてこれを拒否するとともに、不当介入があった時点で

速やかに警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行うこと。 

 ２） １）により警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行った場合には、速やか

にその内容を記載した文書により発注者に報告すること。 

○本冊子は、グリーン購入法（国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律）に基づく基

本方針判断の基準と満たす紙を使用しています。 

○リサイクル適性の表示：紙へリサイクル可 

本冊子は、グリーン購入法に基づく基本方針における「印刷」に係る判断の基準にしたがい、

印刷用の紙へのリサイクルに適した材料[A ランク]のみを用いて作製しています。 



 

 ３） 暴力団員等による不当介入を受けたことにより工程に遅れが生じる等の被害が生じた

場合は、発注者と協議を行うこと。 

(７） 本業務の実施にあたっては、業務環境の改善に取り組むウィークリースタンスを考慮す

るものとする。ウィークリースタンスの実施にあたっては、ウィークリースタンス実施要領

（別紙１）に基づき、調査職員と確認・調整した内容について取り組むものとする。 

 

以 上 
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別図 

 

 

 

 

  

主な未利用地 

弥生町１丁目 

弥生町３丁目 

対象地区 

弥生町２丁目 
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別紙１ 

 

ウイークリースタンス 実施要領 

 

 

１ 目 的 

公共工事の品質確保の促進に関する法律（平成十七年法律第十八号）第 22 条に基づく「発注関

係事務の運用に関する指針」を踏まえ、建設コンサルタント業務等における受発注者の業務環境を

改善し、業務成果の品質が確保されるよう適正な業務執行を図ることを目的とする。 

 

２ 取組内容 

（１）業務の実施に当たり、適切な作業時間を確保するほか、就業環境や業務特性等を勘案した上で、

原則として以下の項目（１週間における仕事の進め方の相互ルール）について受発注者間で設定

する。 

①休日明け日（月曜日等）を依頼の期限日としない。 

②水曜日は定時の帰宅を心掛ける。 

③休暇が取れるように休前日（金曜日等）は新たな依頼をしない。 

④昼休みや 17時以降の打合せは行わない。 

⑤定時間際、定時後の依頼をしない。 

⑥その他、業務環境改善に関わる取組みを任意に設定する（web会議の積極的な活用等）。 

（２）業務履行期間中であっても、受発注間で確認・調整の上、必要に応じ、設定した取組内容を見

直すことができる。  

（３）（１）によらず、やむを得ず受注者に作業依頼を行う場合には、調査職員又は監督職員から管

理技術者又は主任技術者に対して依頼内容とその理由を明確に指示する。 

（４）緊急事態対応（災害対応等）については、取組みの対象外とする。 

 

３ 進め方 

（１）初回打合せ時に取組内容を受発注者間で確認・調整の上、設定する。取組期間については、初

回打合せ時から履行期間末までを原則とする。 

（２）受注者は、設定した取組内容を打合せ記録簿に整理し、受発注者間で共有する。 

（３）成果物納入時の打合せ時に実施結果、効果、改善点等を受発注者双方で確認し、打合せ記録簿

に整理する。 

 

以 上 

 


